
平成３１（令和元）年度近江八幡市都市計画審議会 審議概要一覧 

回 日時・場所 内   容 

44 令和元年 5月 30日(木) 

13:27～14:35 

安土町総合支所 3階第 2委員会室 

1) 近江八幡八日市都市計画地区計画変更案の作成について 

概要：東町豆田地区計画 他３３地区計画変更案の作成 

建築物の壁面の位置の制限に関する緩和措置を明記

する地区計画変更案の作成 

結果：都市計画変更案の作成に同意する。 

 

2) 近江八幡八日市都市計画地区計画変更案の作成について 

概要：商業機能交流拠点地区地区計画変更案の作成 

   地区施設の配置及び規模を定めると共に建築物の壁   

面の位置の制限に関する緩和措置を明記する地区計 

画変更案の作成 

結果：都市計画変更案の作成に同意する。 

 

※ 報告事項  

近江八幡市都市計画マスタープランの改定及び立地適正

化計画の策定等について 

  

45 令和元年 8月 5日(月) 

9:27～11:05 

安土町総合支所 3階第 2委員会室 

1) 近江八幡八日市都市計画地区計画の変更について 

概要：東町豆田地区計画 他３３地区計画の変更 

建築物の壁面の位置の制限に関する緩和措置を明記 

する地区計画の変更 

結果：都市計画の変更に同意する。 
 

2) 近江八幡八日市都市計画地区計画の変更について 

概要：商業機能交流拠点地区地区計画の変更 

   地区施設の配置及び規模を定めると共に建築物の壁   

面の位置の制限に関する緩和措置を明記する地区計 

画の変更 

結果：都市計画の変更に同意する。 

 

3） 近江八幡八日市都市計画地区計画案の作成について 

概要：県道２号西庄町筆ノ部活性化地区計画案の作成 

   幹線道路沿道型（非住居）地区計画案の作成 

結果：都市計画案の作成に同意する。 

 

※ 報告事項 

 近江八幡市都市計画マスタープランの改定及び立地適正

化計画の策定等について 

 

 



46 令和元年 11月 8日（金） 

9:30～10:50 

安土町総合支所 3階第 2委員会室 

1）近江八幡八日市都市計画地区計画の決定について 

概要：県道２号西庄町筆ノ部活性化地区計画の決定 

   幹線道路沿道型（非住居）地区計画案の決定 

結果：都市計画の決定に同意する。 

 

2）近江八幡八日市都市計画地区計画変更案の作成について 

概要：県道２６号西庄町沿道サービス振興地区地区計画変   

更案の作成 

   都市計画決定を行っている区域と一体利用が図れる 

よう区域を拡大する地区計画変更案の作成 

結果：都市計画変更案の作成に同意する。 

 

※ 報告事項 

 近江八幡市都市計画マスタープランの改定及び立地適正

化計画の策定等について 

 

47 令和 2年 1月 24日(金) 

9:25～11:45 

安土町総合支所 3階第 2委員会室 

1）近江八幡八日市都市計画地区計画の変更について 

概要：県道２６号西庄町沿道サービス振興地区地区計画の 

変更 

   都市計画決定を行っている区域と一体利用が図れる 

よう区域を拡大する地区計画の変更 

結果：都市計画の変更に同意する。 

 

2） 近江八幡八日市都市計画地区計画案の作成について 

概要：鷹飼町横八反田地区計画案の作成 

   既存集落型地区計画案の作成 

結果：都市計画案の作成に同意する。 

3） 近江八幡八日市都市計画公園の変更について 

概要：都市計画公園の名称変更 

結果：都市計画公園の変更に同意する。 

 

※ 報告事項 

 近江八幡市都市計画マスタープランの改定及び立地適正

化計画の策定等について 

  

48 令和 2年 3月 25日(水) 

9:25～11:15 

安土町総合支所 3階議員控室 

1） 近江八幡八日市都市計画地区計画案の作成について 

概要：武佐町吉ヶ藪地区計画案の作成 

   既存集落型地区計画案の作成 

結果：都市計画案の作成に同意する。 

 

 

 



2）近江八幡八日市都市計画地区計画の決定について 

概要：鷹飼町横八反田地区計画の決定 

   既存集落型地区計画の決定 

結果：都市計画の決定に同意する。 

意見：・計画区域北側農地で今後も継続して農業を営むこ 

とができるよう必要な機能措置を講じるよう事業

者へ指導されたい。 

・計画区域北側農地で今後の土地利用が適正に行わ

れるよう関係者を含め適切な対応を行われたい。 

 

※ 報告事項 

1）近江八幡市都市計画マスタープランの改定及び立地適 

正化計画の策定等について 

2）屋外広告物条例の制定について 

 

 


